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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時に懸架装置に支持されて回転しない静止輪と、この静止輪と同心に配置されて、
使用時に車輪を結合固定してこの車輪と共に回転する回転輪と、この回転輪と上記静止輪
とのうちの一方で径方向外方に存在する外径側軌道輪の内周面に設けられた外輪軌道と、
上記回転輪と上記静止輪とのうちの他方で径方向内方に存在する内径側軌道輪の外周面に
設けられた内輪軌道と、この内輪軌道と上記外輪軌道との間に設けられた複数個の転動体
と、上記回転輪の外周面に設けられた、上記車輪を結合固定する為のフランジとを備えた
車輪支持用転がり軸受ユニットに於いて、上記回転輪のうちで、このフランジの軸方向外
側面側の付け根部分の表面粗さが、算術平均粗さＲａで０．１～１．０μｍである事を特
徴とする車輪支持用転がり軸受ユニット。
【請求項２】
　使用時に懸架装置に支持されて回転しない静止輪と、この静止輪と同心に配置されて、
使用時に車輪を結合固定してこの車輪と共に回転する回転輪と、この回転輪と上記静止輪
とのうちの一方で径方向外方に存在する外径側軌道輪の内周面に設けられた外輪軌道と、
上記回転輪と上記静止輪とのうちの他方で径方向内方に存在する内径側軌道輪の外周面に
設けられた内輪軌道と、この内輪軌道と上記外輪軌道との間に設けられた複数個の転動体
と、上記回転輪の外周面に設けられた、上記車輪を結合固定する為のフランジとを備えた
車輪支持用転がり軸受ユニットに於いて、上記回転輪のうちで、このフランジの軸方向外
側面側の付け根部分の表面粗さが、最大高さＲｙで１０μｍ以下である事を特徴とする車
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輪支持用転がり軸受ユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、自動車の車輪を懸架装置に対し回転自在に支持する為の車輪支持用転がり軸
受ユニットの改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　自動車の車輪を懸架装置に対し回転自在に支持する為に、例えば図１～２に示す様な車
輪支持用転がり軸受ユニット１、１ａが、広く使用されている。このうちの図１に示した
第１例の車輪支持用転がり軸受ユニット１は、特許請求の範囲に記載した回転輪を構成す
るハブ輪２及び内輪３と、特許請求の範囲に記載した静止輪である外輪４と、複数個の転
動体５、５とを備える。このうちのハブ輪２の外周面の外端部（軸方向に関して外とは、
自動車への組み付け状態で幅方向外寄りとなる側を言い、図１～２の左側。反対に幅方向
中央寄りとなる側を、軸方向に関する内と言い、図１～２の右側。本明細書全体で同じ。
）には、車輪を支持する為のフランジ６を形成している。又、このハブ輪２の中間部外周
面には第一の内輪軌道７ａを、同じく内端部には外径寸法が小さくなった段部８を、それ
ぞれ形成している。そして、この段部８に、外周面に第二の内輪軌道７ｂを形成した、上
記内輪３を外嵌して、上記回転輪を構成している。又、この内輪３の内端面は、上記ハブ
輪２の内端部に形成した円筒部を直径方向外方にかしめ広げる事で形成したかしめ部９に
より抑え付けて、上記内輪３を上記ハブ輪２の所定位置に固定している。又、上記外輪４
の内周面には複列の外輪軌道１０、１０を形成し、これら両外輪軌道１０、１０と上記両
内輪軌道７ａ、７ｂとの間に上記各転動体５、５を、それぞれ複数個ずつ設けている。
【０００３】
　次に、図２に示した第２例の車輪支持用転がり軸受ユニット１ａは、図示しない支持軸
に外嵌された状態で回転しない、特許請求の範囲に記載した静止輪である１対の内輪３ａ
、３ａの周囲に、外周面に車輪を支持する為のフランジ６ａを形成した、特許請求の範囲
に記載した回転輪であるハブ輪２ａを配置している。そして、このハブ輪２ａの内周面に
形成した外輪軌道１０ａ、１０ａと上記各内輪３ａ、３ａの外周面に形成した各内輪軌道
７、７との間に、それぞれ複数個ずつの転動体５、５を設けている。
　尚、図１～２に示した例は何れも、転動体５、５として玉を使用しているが、重量の嵩
む自動車用の転がり軸受ユニットの場合には、これら転動体としてテーパころを使用する
場合もある。
【０００４】
　上述の様な車輪支持用転がり軸受ユニット１、１ａを自動車に組み付けるには、外輪４
の外周面に形成した外向フランジ状の取付部１１をナックル等の懸架装置の構成部品にね
じ止め固定する事により（図１の構造の場合）、或は１対の内輪３ａ、３ａを支持軸に外
嵌固定する事により（図２の構造の場合）、静止輪である上記外輪４或は内輪３ａ、３ａ
を懸架装置に支持する。又、ハブ輪２、２ａの外周面に形成したフランジ６、６ａに車輪
を固定する。この結果、この車輪を懸架装置に対し回転自在に支持する事ができる。
【０００５】
　上述の様な車輪支持用転がり軸受ユニット１、１ａを構成するハブ輪２、２ａは、熱間
鍛造性や切削性を確保する事を考慮して、Ｓ５３Ｃの如き機械構造用炭素鋼等の中炭素鋼
で造っている。製造時には、先ず、所定長さに切断した棒状の素材を、高周波誘導加熱に
より１１００～１２００℃程度のオーステナイト域まで加熱してから、熱間鍛造により所
定の形状とした後、放冷する。この加工作業の際、オーステナイト粒界から初析フェライ
トが析出した後、室温程度に冷却されるまでの間に起こるパーライト変態によって、初析
フェライトとパーライトとが複合した組織が得られる。この様な組織の大部分は、焼き入
れ、焼き戻し等の熱処理を施す事なく、そのまま使用される。これに対して、図１に示す
構造の場合、同図に斜格子で示す様に、フランジ６の軸方向内側面側の付け根部分及び前
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記第一の内輪軌道７ａから段部８までの領域に、転がり疲れ寿命確保、及び、嵌合部のフ
レッチング防止の為に、高周波焼き入れによる硬化層を形成する事が行なわれている。
【０００６】
　又、近年、自動車の燃費向上並びに走行性能の向上の為、車輪支持用転がり軸受ユニッ
ト１、１ａの軽量化に関する要求が高くなっており、車輪を支持する為のフランジ６、６
ａの薄肉化に就いても考慮されている。但し、このフランジ６、６ａを薄肉化すると、こ
のフランジ６、６ａの付け根部分の強度が弱くなる為、薄肉化するに就いては、強度確保
の為に十分な配慮を行なう必要がある。
【０００７】
　特に、上記フランジ６、６ａの外側面側の付け根部分には、旋回走行時等に、懸架装置
と車輪との間で上記車輪支持用転がり軸受ユニット１、１ａに加わるモーメント荷重によ
って、曲げ応力が集中する。この為、何らの対策も施さない場合には、金属疲労に基づい
て、亀裂等の損傷が生じる可能性がある。一方、上記フランジ６、６ａの内側面側の付け
根部分は、前述した通り、高周波焼き入れによる硬化層が形成されて高強度になっている
為、上記外側面側の付け根部分よりも、疲労強度が高くなっており、亀裂等の損傷が生じ
る可能性は低い。
　この様な事情に鑑みて、特許文献１には、フランジの外側面側の付け根部分にも、内側
面側の付け根部分と同様に、高周波焼き入れによる表面硬化層を形成する事によって、こ
のフランジの外側面側の付け根部分の強度向上を図った構造が記載されている。
【０００８】
【特許文献１】
　特開２００２－８７００８号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　但し、上述した特許文献１に記載された構造の場合には、高周波焼き入れ部が１個所増
加する事により、車輪支持用転がり軸受ユニットの製造コストが上昇する。しかも、フラ
ンジの付け根部分を、内外両側面側から焼き入れ硬化する事に伴って、この付け根部分の
靱性が低下し、この付け根部分の耐衝撃性が低下する事が懸念される。
【００１０】
　この様な耐衝撃性の低下を防止すべく、上記付け根部分の外側面側を焼き入れ硬化させ
ずに上記フランジの薄肉化を図る為には、素材を鍛造した後の疲労強度を向上させる事が
必要になる。更に、切削性も考慮すると、耐久比（疲労限強度／引張り強度）を向上させ
る事も必要になる。
　本発明は、この様な事情に鑑みて、高周波焼き入れ部を増加させる事なく、即ち、フラ
ンジの軸方向外側面側の付け根部分を焼き入れする事なく、この付け根部分の疲労強度を
向上させる事により、上記フランジの薄肉化を可能にし、車輪支持用転がり軸受ユニット
の軽量化を可能にすべく発明したものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の車輪支持用転がり軸受ユニットは何れも、前述した従来から知られている車輪
支持用転がり軸受ユニットと同様に、静止輪と、回転輪と、外輪軌道と、内輪軌道と、複
数個の転動体と、フランジとを備える。
　このうちの静止輪は、使用時に懸架装置に支持されて回転しない。
　又、上記回転輪は、上記静止輪と同心に配置され、使用時に車輪を結合固定して、この
車輪と共に回転する。
　又、上記外輪軌道は、上記回転輪と上記静止輪とのうちの一方で、径方向外方に存在す
る外径側軌道輪の内周面に設けられている。
　又、上記内輪軌道は、上記回転輪と上記静止輪とのうちの他方で、径方向内方に存在す
る内径側軌道輪の外周面に設けられている。
　又、上記各転動体は、上記内輪軌道と上記外輪軌道との間に設けられている。
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　又、上記フランジは、上記車輪を結合固定する為のもので、上記回転輪の外周面に設け
られている。
【００１２】
　特に、本発明の車輪支持用転がり軸受ユニットのうち、請求項１に記載した車輪支持用
転がり軸受ユニットに於いては、上記回転輪のうちで、上記フランジの軸方向外側面側の
付け根部分の表面粗さが、算術平均粗さＲａで０．１～１．０μｍである。
　更に、請求項２に記載した車輪支持用転がり軸受ユニットに於いては、上記回転輪のう
ちで、上記フランジの軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さが、最大高さＲｙで１０μ
ｍ以下（より好ましくは１～６μｍＲｙ）である。
　尚、請求項１に記載した発明と請求項２に記載した発明とは、同時に実施する場合もあ
る。
【００１３】
【作用】
　上述の様に構成する本発明の車輪支持用転がり軸受ユニットによれば、回転輪の外周面
に形成したフランジの軸方向外側面側の付け根部分の疲労強度を、この付け根部分を焼き
入れ硬化する事なく向上させる事ができる。以下、この理由に就いて詳細に説明する。
【００１４】
　走行時に車輪と共に回転輪が回転している状態で、路面に接した車輪と車体に支持され
た懸架装置との間に設けた車輪支持用転がり軸受ユニットには、ラジアル荷重が加わる。
そして、このラジアル荷重と回転モーメントとにより上記フランジの付け根部分に、回転
曲げ応力が発生する。
【００１５】
　本発明の発明者が、この回転曲げ応力によってフランジ付け根部分に生じた、疲労に基
づく亀裂を観察した結果、この亀裂は、表面起点によるものである事が分かった。この様
な表面起点による亀裂の発生は、表面粗さを向上させ、表面の微小な凹凸に生じる局所的
な応力集中を緩和する事で抑える事ができ、結果として当該部分の疲労強度が向上する。
【００１６】
　本発明の場合には、上記フランジの軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さを、算術平
均粗さＲａで１．０μｍ以下（請求項１の場合）又は最大高さＲｙで１０μｍ以下（請求
項２の場合）と低く抑え、この部分の表面を平滑にしている為、上記局所的な応力集中を
緩和する事ができる。そして、応力集中に基づく亀裂の発生を抑える事ができ、上記付け
根部分の疲労強度を向上させる事ができる。この部分の疲労強度を向上させる面からは、
上記付け根部分の表面粗さは低い程好ましいが、この部分の表面粗さが、算術平均粗さＲ
ａで０．１μｍ未満、最大高さＲｙで１．０μｍ未満になっても、それ以上疲労強度が向
上する事は殆どなくなる（効果が飽和する）。そして、何れの場合でも、上記部分の表面
粗さを向上させる為の表面処理に要するコストが徒に嵩む事になる。即ち、この表面粗さ
を０．１μｍＲａ未満、１．０μｍＲｙ未満にする為には、粗さの異なる２種以上の砥石
又はバイトを順次交換しつつ使用して上記付け根部分を研磨又は切削する必要があり、加
工コストが徒に嵩む原因となる。この為、本発明の場合には、上記付け根部分の表面粗さ
を、算術平均粗さＲａで０．１μｍ以上、或は最大高さＲｙで１．０μｍ以上とする事が
、加工コストを抑える面からは好ましい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　本発明の特徴は、ハブの外周面に形成するフランジの外側面側の付け根部分の疲労強度
を、この付け根部分を焼き入れする事なく向上させる点にある。図面に現れる構造に就い
ては、例えば前述の図１～２に示した従来構造と同様であるから、重複する説明は省略す
る。
　尚、図１に示した車輪支持用転がり軸受ユニット１ａの場合には、ハブ輪２の外周面に
形成したフランジ６の内側面側の付け根部分の疲労強度は、前述した様に、焼き入れに基
づいて確保される。
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　これに対して、図２に示した車輪支持用転がり軸受ユニット１ａの場合には、ハブ輪２
ａの外周面に形成したフランジ６ａの内側面側の付け根部分の疲労強度は、別途焼き入れ
により確保する。上記フランジ６ａの内側面側の付け根部分から上記ハブ輪２ａの内周面
までの距離は、同じく外側面側の付け根部分から内周面までの距離よりも長い為、焼き入
れ効果に伴う靱性（耐衝撃性）の低下は、問題となりにくい。
【００１８】
　本発明を実施する場合に、上記フランジ６、６ａの軸方向外側面側の付け根部分の表面
粗さを所定範囲（算術平均粗さＲａで０．１～１．０μｍ、最大高さＲｙで１．０～１０
μｍ）にする為の方法は特に限定しない。但し、次述する様な手段を、単独で、或は適宜
組み合わせて用いる事が好ましい。
　一般的な車輪支持用転がり軸受ユニットの場合、上記付け根部分は、熱間鍛造後に切削
加工を施す事により所定の形状に加工したままとしており、この状態での表面粗さは、上
記範囲よりも遥かに大きい。そこで、上記請求項１に記載した発明を実施する場合には、
上記付け根部分を切削加工した後、この付け根部分に研削加工を施す事によって、この付
け根部分の表面粗さを０．５μｍＲａ以下とする。又、この付け根部分に関して、切削加
工後にバニッシング加工を施す事で、この付け根部分の表面粗さを０．５μｍＲａ以下と
する事ができる。特に、バニッシング加工を施した場合には、上記付け根部分を含む加工
部分の表面近傍が加工硬化して、この加工部分の疲労強度が向上する。
【００１９】
　又、請求項２に係る発明を実施する場合に、最大高さＲｙの値は、加工部分の周速、送
り速度、及び切り込み深さ等の旋盤加工の加工条件によって変える事ができる。上記最大
高さＲｙを小さくする為には、上記送り速度及び切り込み深さの値を、生産性を考慮した
範囲で、できるだけ小さくする。具体的には、仕上旋削加工時の送り速度を０．３mm／re
v 以下、切り込み深さを１mm以下とする事が好ましい。又、周速の値は、構成刃先の発生
を防止する面から、或る程度大きくする事が好ましい。具体的には、１００ｍ/min以上と
する事が好ましい。
【００２０】
　上記最大高さＲｙの値が１０μｍを超えると、前述の様に凹凸の最深部に生じる応力集
中が高くなって、回転曲げに対する疲労強度が低下するだけでなく、加工面にむしれが生
じて、凹凸の形状が鋭くなり、応力集中が著しく高くなる場合がある。しかも、旋盤の刃
先に構成刃先が生じて、発熱が大きくなり、表面に熱影響層が生じ、疲労強度が低下する
場合がある。
【００２１】
　この様な理由から、請求項２に係る発明を実施する場合には、前記軸方向外側面側の付
け根部分の表面粗さの値を、最大高さＲｙで１０μｍ以下にする。この付け根部分の疲労
強度をより向上させる為に好ましくは、この最大高さＲｙの値を６μｍ以下にする。但し
、上記付け根部分の表面粗さを、最大高さＲｙで１μｍ未満にすると、疲労強度向上の効
果がほぼ飽和してそれ以上疲労強度が向上しないのに対して、加工に要する時間が著しく
長くなって生産性が低下する。従って、上記付け根部分の表面粗さの値は、好ましくは１
μｍＲｙ以上とする。
【００２２】
　又、本発明（特に請求項２に係る発明）を実施する場合に、フランジを備える回転輪は
、Ｃを０．４５～１．１重量％含む鋼で形成する事が好ましい。Ｃが０．４５重量％未満
の場合には、熱間鍛造後の金属組織中のフェライト分率が著しく増加するだけでなく、硬
度が低くなる事に起因して、旋盤加工によるむしれが生じ易くなり、表面粗さの最大高さ
Ｒｙの値が大きくなり易くなり、しかも、硬度低下による疲労強度の低下も生じる。これ
に対して、Ｃの含有量が１．１重量％を超えると、金属組織中のセメンタイトが増加し、
加工性が著しく低下する。従って、上記回転輪を構成する鋼中のＣの含有量は０．４５～
１．１重量％、より好ましくは、０．４５～０．６５重量％とする。Ｃの含有量をこの範
囲に規制する事によって、熱間鍛造後の硬さ及び金属組織が好適になり、熱間鍛造後の焼
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鈍工程を要しないで、上記本発明（特に請求項２に係る発明）を実施する為に必要とされ
る、良好な加工性を得られる。
【００２３】
　又、何れの請求項に係る発明を実施する場合でも、外輪軌道及び内輪軌道は、各転動体
から高面圧を受ける為、転がり疲労寿命向上の為には、この高面圧に耐え得る高い硬度が
必要になる。上記外輪軌道及び内輪軌道の表面の硬さがＨｖ６６０未満の場合には、硬度
が不足する事により、転がり疲れ寿命が低下する。これに対して、上記各軌道の表面の硬
さがＨｖ７６０を超えると、靭性が低下する。従って、何れの請求項に係る発明を実施す
る場合でも、好ましくは、上記外輪軌道及び内輪軌道の表面硬さを、Ｈｖ６６０以上Ｈｖ
７６０以下とする。尚、転がり疲れ寿命向上の為により好ましくは、上記外輪軌道及び内
輪軌道の表面硬さを、Ｈｖ７００以上とする。
【００２４】
　尚、本発明を実施する場合に、ハブ輪２と共に回転輪を構成する内輪３（図１）並びに
静止輪である内輪３ａ、３ａ（図２）の材質は特に限定しない。但し、これら各内輪３、
３ａの周面に形成した内輪軌道７ｂ、７の転がり疲れ寿命を充分に確保する為には、Ｃを
０．９～１．１重量％程度含む炭素鋼を用いる事が好ましい。この場合に使用可能な炭素
鋼としては、ＳＵＪ２等の高炭素クロム軸受鋼を例示できる。又、本発明を図１に記載し
た構造で実施する場合に、静止輪である外輪４を構成する金属材料としては、Ｃを０．４
５～０．８重量％程度含有する炭素鋼を用いる事が好ましい。この理由は、上記外輪４に
は、ハブ輪２、２ａの場合と同様に、熱間鍛造性、切削性等の加工性が求められる為であ
る。又、転動体５、５として玉を使用する場合、ＳＵＪ２等の高炭素クロム軸受鋼製のも
の、或は高炭素クロム軸受鋼製で表面に浸炭窒化処理を施したものが、それぞれ好ましく
使用できる。
【００２５】
【実施例】
　本発明の効果を確認する為に行なった実験に就いて説明する。尚、実験は、何れも、図
１に示した構造で背面組み合わせ型の接触角を有する、複列玉軸受型式の車輪支持用転が
り軸受ユニットに就いて行なった。
　　［本発明に関連する参考実験］
　この参考実験では、ハブ輪２の外端部外周面に形成したフランジ６の、軸方向外側面側
の付け根部分の硬さの影響を調べた。この為に、先ず、転動体５、５のピッチ円直径が５
６mm、この転動体５、５の数が１２個である、図１に示す様な車輪支持用転がり軸受ユニ
ットのハブ輪２を、次の表１に示す様な材料により造った。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　この表１に示したＡ～Ｊの１０種類の炭素鋼のうちから選択した何れかの炭素鋼により
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ハブ輪２を、熱間鍛造により造った。この際、鍛造後の冷却工程を変える、即ち、放冷に
するか冷却ファンを使用した空冷にするかにより、上記ハブ輪２の性状を変えた。そして
、熱間鍛造及び冷却後、切削加工及び孔あけ加工を施して、所定の形状を有する上記ハブ
輪２とした。その後、図１に斜格子で示した、フランジ６の軸方向内側面側の付け根部分
及び前記第一の内輪軌道７ａから段部８までの領域に、高周波焼き入れによる硬化層を形
成した後、仕上の為の研削加工を施した。一方、外輪４は機械構造用炭素鋼（中炭素鋼）
であるＳ５３Ｃにより、内輪３及び各転動体５、５はＳＵＪ２により、それぞれ造った。
【００２８】
　この様にして造った車輪支持用転がり軸受ユニット（試料）を、６０００Ｎのアキシア
ル荷重と、５０００～９６００Ｎのラジアル荷重（試験毎に変更）とを加えた状態で、４
００ min-1の回転速度で５０時間回転させ続ける回転試験を、同一の試料に就いて複数個
ずつ、ラジアル荷重を変えて行なった。この様な、試験を行なった後に、上記フランジ６
の外側面の付け根部分にクラックが発生した試料に付与したラジアル荷重の最小値を、当
該試料に就いての耐久荷重と判定した。この様な条件で行なった実験の結果を、次の表２
に示す。
【００２９】
【表２】

【００３０】
　この表２には、上記フランジ６の付け根部分の硬さをＨｖ２６０～３４５の範囲内に規
制した９種類の試料（参考例１～９）と、この範囲から外れる４種類の試料（比較例１～
４）との、合計１３種類の試料に就いて、ハブ輪２に用いた材料、熱間鍛造後の冷却方法
、フランジ６の外側付け根部分の硬さ（Ｈｖ）、及び耐久荷重を示している。尚、表中の
耐久荷重は、比較例３の耐久荷重を１．０として、それに対する比で表している。又、上
記付け根部分の硬さは、ハブ輪２を切断してその切断面を鏡面状にし、表面から０．１mm
の位置をビッカース硬さ試験機で測定して求めた。
【００３１】
　この様にして行なった参考実験の結果を示す表２から明らかな通り、参考例１～９は、
上記フランジ６の付け根部分の硬さをＨｖ２６０～３４５内にしている為、回転曲げ応力
に対する疲労強度が高く、耐久荷重が高い。又、切削加工性が低下する事もない。尚、参
考例１～３は、主に熱間鍛造後の冷却速度を速くする事によって材料強度を高めたもので
ある。又、参考例４、５は、主に材料中のＣの含有量を増やす事によって材料強度を高め
たものである。又、参考例６、７は、主に材料にＶを添加すると共に冷却速度を速くする
事によって材料強度を高めたものである。更に、参考例８、９は、バニッシング加工によ
る加工硬化によって材料表面の強度を高めたものである。
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　これに対して、比較例１～３は、フランジ６の付け根部分の硬さが、Ｈｖ２６０より小
さい為、回転曲げに対する疲労強度が低く、耐久荷重が低い結果となった。逆に、比較例
４は、フランジ６の付け根部分の硬さが、Ｈｖ３４５より大きい為、耐久荷重は高いが切
削加工性が低下した。
【００３２】
　　［第一の実験］
　第一の実験では、請求項１に係る発明に関して、ハブ輪２の外端部外周面に形成したフ
ランジ６の、軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さの影響を調べた。この様な第一の実
験に使用した車輪支持用転がり軸受ユニットの構造及び大きさは、焼き入れ部分を含めて
、上述した参考実験の場合と同じである。但し、ハブ輪２は、何れも機械構造用炭素鋼で
あるＳ５３Ｃにより造った。又、このハブ輪２を造る場合に、熱間鍛造後の冷却は、冷却
ファンを使用した空冷で行った。外輪４、内輪３、転動体５、５の材質に関しても、上記
参考実験の場合と同様である。この様な車輪支持用転がり軸受ユニットに関して、フラン
ジ６の軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さを、通常行なう切削加工の切削速度を変え
たり、研削加工を加えたり、バニッシング加工を加えたりする事で、種々変化させた。
【００３３】
　この様にして造った車輪支持用転がり軸受ユニット（試料）を、６０００Ｎのアキシア
ル荷重と、８０００Ｎのラジアル荷重とを加えた状態で、４００ min-1の回転速度で５０
時間回転させ続ける回転試験を行った。この様な、試験を行なった後に、上記フランジ６
の外側面の付け根部分にクラック（亀裂）が発生したか否かを検査した。この様な条件で
行なった実験の結果を、次の表３に示す。
【００３４】
【表３】

【００３５】
　この表３には、請求項１に係る発明の技術的範囲に属する５種類の試料（実施例１～５
）と、本発明の技術的範囲からは外れる２種類の試料（比較例１１～１２）との、合計７
種類の試料に就いて、フランジ６の外側面の付け根部分の表面粗さ、フランジ６の外側付
け根部分の硬さ（Ｈｖ）、試験後に於ける亀裂の有無を記載している。上記表３中の符号
のうち、「○」はクラックを生じなかった事を、「×」はクラックが生じた事を、それぞ
れ表している。上記付け根部分の硬さに関しては、前述した参考実験の場合と同様にして
求めた。
【００３６】
　この様にして行なった第一の実験の結果を示す表３から明らかな通り、請求項１に記載
した発明の技術的範囲に属する実施例１～５は、上記フランジ６の軸方向外側面側の付け
根部分の表面粗さが本発明で規定する範囲である、算術平均粗さで０．１～１．０μｍＲ
ａの範囲内に収まっている為、回転曲げ応力に対する疲労強度が高く、試験後、上記付け
根部分にクラックを生じなかった。
　これに対して、請求項１に記載した発明の技術的範囲からは外れる比較例１１、１２は
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た。
【００３７】
　　［第二の実験］
　第二の実験では、請求項２に係る発明に関して、ハブ輪２の外端部外周面に形成したフ
ランジ６の、軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さの影響を調べた。この様な第二の実
験に使用した車輪支持用転がり軸受ユニットの構造及び大きさは、焼き入れ部分を含めて
、前述した参考実験及び上述した第一の実験の場合と同じである。
【００３８】
　但し、上記第二の実験では、ハブ輪２を、次の表４に示す合金成分を含有した鋼により
造った。
【表４】

【００３９】
　この表４に示した組成を有する鋼製の素材に、１０００～１２００℃で熱問鍛造を施し
て得た中間素材に、切削加工及び孔あけ加工を施し、所定の形状及び表面粗さを有するハ
ブ輪２を得た。特に、フランジ６の外側面側の付け根部分を切削加工する際には、旋盤の
周速、送り速度、切り込み深さを変える事によって、表面粗さＲｙ（最大高さ）が異なる
試験片を製作した。その後、内輪軌道７ｂの周辺部から段部８の周辺部まで高周波焼き入
れ及び焼き戻しを施す事により、表面に硬度がＨｖ６６０～Ｈｖ７６０の硬化層を形成し
た。次いで、上記内輪軌道７ｂ部分に、研削により仕上加工を施した。尚、上記フランジ
６の外側面側の付け根部分には、研削加工は施さず、切削加工を施したままとした。
【００４０】
　下記の表５に、高周波焼き入れを施した上記内輪軌道７ａ部分の表面硬度と、高周波焼
き入れを施していない非調質部の表面硬度と、フランジ６の外側面側の付け根部分の表面
粗さＲｙ（最大高さ）との測定値を記載した。又、図３に、上記フランジ６の外側面側の
付け根部分の表面粗さを測定した際の形状の２例を記載した。この図３のうちの（Ａ）は
最大高さＲｙが９μｍの場合の、（Ｂ）は同じく５μｍである場合の、それぞれの表面形
状を表している。
【００４１】
【表５】
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【００４２】
　尚、外輪４はＳ５３Ｃにより造り、１対の外輪軌道１０、１０の周辺に高周波焼き入れ
及び焼き戻し処理を施し、これら各外輪軌道１０、１０の表面に、硬度がＨｖ６６０～Ｈ
ｖ７６０の硬化層を形成した。又、内輪３及び転動体５は、ＳＵＪ２製で、通常の焼き入
れ処理により、表面から芯部まで硬化したものを使用した。この様な内輪３及び転動体５
と、上述の様なハブ輪２とにより、図１に示す様な構造の車輪支持用転がり軸受ユニット
を造った。各列の転動体５、５の数は１２個、これら各転動体５、５のピッチ円直径は４
９mmとした。
【００４３】
　そして、この様な車輪支持用転がり軸受ユニットに、下記の条件で回転試験を施した。
　　ラジアル荷重：８８００Ｎ
　　アキシアル荷重：５９００Ｎ
　　回転速度：３００min-1

　そして、内輪軌道７ａ、７ｂ、外輪軌道１０、１０の何れかに剥離が生じ、その結果、
車輪支持用転がり軸受ユニットの回転に伴って異常な振動が発生した時点、或は、前記フ
ランジ６の周辺部にクラックが発生した事を確認した時点を、当該車輪支持用転がり軸受
ユニット寿命と判定する事とした。但し、比較例１３～１４に関しては、何れもクラック
発生により寿命に達した。この様な条件で行なった回転試験の結果を、前記表５に記載し
た。尚、この表５に記載した寿命は、比較例１３の寿命を１．０として、これに対する比
で表している。
【００４４】
　この表５の記載から明らかな通り、請求項２に係る発明の技術的範囲に属する、実施例
６～１５は、フランジ６の外側面側の付け根部分の表面粗さ（最大高さ）Ｒｙが何れも１
０μｍ以下である為、回転曲げに対する疲労強度が高く、優れた耐久性を得られた。特に
、実施例６～８、１１、１３及び１５は、Ｒｙの値が小さい為、著しく優れた耐久性を有
する。
　これに対して、本発明の技術的範囲からは外れる、比較例１３～１５は、何れも、上記
フランジ６の外側面側の付け根部分の表面粗さ（最大高さ）Ｒｙが１０μｍを越えて大き
い為、回転曲げに対する疲労強度が劣る。
【００４５】
　図４に、上記表５に記載した、上記フランジ６の外側面側の付け根部分の表面粗さ（最
大高さ）Ｒｙと、上記回転試験での寿命との関係を表している。この様な図４から明らか
な様に、上記付け根部分の表面粗さＲｙの値を１０μｍ以下に規制すると、この値が１０
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値が６μｍ以下の範囲で、疲労寿命向上の効果が著しい。
　尚、請求項２に係る発明に関しても、前述の図２に示す様に、外輪２ａの外周面にフラ
ンジ６ａを設けた構造で実施した場合にも、同様の作用・効果を得られる事は勿論である
。
【００４６】
　以上に述べた、第一、第二の実験の結果から明らかな通り、車輪を固定する為にハブ輪
２（２ａ）の外周面に形成した、フランジ６の軸方向外側面側の付け根部分の表面粗さを
算術平均粗さＲａで１．０μｍ以下、最大高さＲｙで１０μｍ以下とする事により、この
付け根部分の疲労強度が向上する。この為、車輪支持用転がり軸受ユニットの薄肉化（軽
量化）が可能になる。尚、上記付け根部分の硬さをＨｖ２６０以上Ｈｖ３４５以下とする
と同時に、この付け根部分の表面粗さを算術平均粗さＲａで１．０μｍ以下、最大高さＲ
ｙで１０μｍ以下とすれば、上記疲労強度をより向上させて、上記車輪支持用転がり軸受
ユニットの薄肉化（軽量化）をより図れる事は勿論である。
【００４７】
【発明の効果】
　本発明は、以上に述べた通り、車輪を取り付ける為に回転輪の外周面に形成したフラン
ジの外側面側の付け根部分の性状を適正にする事により、このフランジの形状及び寸法を
変える事なく、且つ、製造コストを高くする事なく、回転曲げモーメントによる疲労に関
する最弱部である、上記付け根部分の強度を高くする事が可能になる。この結果、上記フ
ランジの薄肉化が可能となり、車輪支持用転がり軸受ユニットの軽量化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の対象となる車輪支持用転がり軸受ユニットの第１例を示す半部断面図
。
【図２】　同第２例を示す半部断面図。
【図３】　フランジの軸方向外側面側の付け根部分の表面形状の２例を示す線図。
【図４】　第二の実験により求められた、フランジの軸方向外側面側の付け根部分の表面
粗さと耐久寿命との関係を示すグラフ。
【符号の説明】
　　１、１ａ　車輪支持用転がり軸受ユニット
　　２、２ａ　ハブ輪
　　３、３ａ　内輪
　　４　　外輪
　　５　　転動体
　　６、６ａ　フランジ
　　７、７ａ、７ｂ　内輪軌道
　　８　　段部
　　９　　かしめ部
　１０、１０ａ　外輪軌道
　１１　　取付部
　１２　　シールリング
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